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第４回日野市公契約条例検討委員会議事概要 

 

開催日時場所 
平成 29年 11月 8日（水） 午後６時 30分～午後８時 00分 

日野市役所５階 ５０５会議室 

出席委員 

委員長  西浦 定継 （学識経験者 /明星大学理工学部教授） 

副委員長 永淵 慎  （学識経験者 /弁護士法人ＥＮＩＳＨＩ代表） 

委 員  小野 進一  

（事業者団体関係者 /日野市商工会建設業部会部会長） 

委 員  佐藤 博司  

（事業者団体関係者 /日野市商工会建設業部会副部会長） 

委 員  三角 幸太郎 

（労働者団体関係者 /全建総連東京都連日野地区協議会） 

委 員  伊羅胡 和哉 

（労働者団体関係者 /連合三多摩ブロック地域協議会南多摩地区協議会）  

次第 

１． 開会 

２．前回会議録の確認 

３．議事 

（１）適用範囲を広げた自治体 

（２）目黒区公契約条例検討状況について 

（３）日野市公契約条例等の素案について 

（４）パブリックコメントについて 

（５）その他 

４．閉会 

質問・意見 回答・結果 

３ 議事 

（２）目黒区公契約条例検討状況について 

・目黒区では、熟練、未熟練についての考え

方が整理できていないため、現状、条例に

含めないことが確認できた。 

 日野市では、熟練、未熟練の判断を誰が行

うのか。 

 多摩市では、元請業者に任せているという

話があった。 

・結局、入れている業者じゃなければ判断で

きない。熟練と未熟練の割合を決めている

という話もあるが、工事内容によって異な

る。経験年数や資格の有無で縛るのは難し

い。適用の除外といった考えも必要。 

 

 

・具体的な方法は研究する必要があります。 

 実際に条例の内容を決めるのは審議会になり

ますが、この委員会の中での議論も大事だと考

えております。 
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（３）日野市公契約条例等の素案について 

・目黒区では、「区内業者への下請活用」の

項で、区内事業者の活用を図ることを努力

義務としている。日野市にも取り入れても

らいたい。 

・「業者へのお願い」の話なので、市の責務

とは違う。 

 

・市内事業者の定義は、「市内に本店又は支

店を有する業者」という理解でよいか。 

  

 

 

・工事の予定価格を事前公表する自治体は減

ってきているが、日野市は今後も続けるの

か。 

 

・公契約条例の目的に労働者の最低賃金の確

保があるが、下請け業者は最低賃金が確保

されて良いかもしれないが、それを取りま

とめる現場代理人は負担が増えることに

なる。労働者に対する労務単価の設定はあ

るが、現場代理人にはない。このことをど

う考えているか。 

 

・第１５条に「契約の解除」となっているが、

もう少し柔らかい言い方にしたほうが良

い。 

 

 

・公契約条例の工事における適用範囲につい

て、まずは１億円以上という事でよろしい

か。（事務局より） 

 

・１億円の根拠について、どう説明するか。

例として、総合評価方式が１億５千万まで

と公表しているのであれば、公契約条例は

１億５千万以上からとするのであれば根

拠になる。 

 

・どこかに入れ込むか、単独の項目とするかも含

めて検討します。 

 

 

 

 

 

・「工事」については、市内に本店がある者とし

て扱っています。 

 「委託」まで広げた場合、市内に本店又は支店

という考え方になります。 

 

・今のところ、変えるという事について具体的な

話にはなっていません。 

 

 

・こういう内容こそ、審議会に諮っていくものだ

と考えます。 

 

 

 

 

 

 

・内容について検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・公契約条例と総合評価方式はまったく別概念の

ものと考えます。前回、総合評価方式との整合

性についてご指摘がありましたが、その考え方

として、総合評価と公契約条例が重複する案件

については、公契約条例で労務単価の確保がう
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・金額ベースで考えたときに、日野市の１億

円以上の案件は、１千万円以上の工事全体

に占める割合の半分くらいであると思う。

問題は件数ではなく、金額の割合と考え

る。金額が全体の半数であれば、公契約条

例現場で働く労働者が１千万円以上の公

共工事で働く労働者の半数に近いだろう

という考え方ができると思う。 

 

 

（４）パブリックコメントについて 

・事業者からもっとたくさんの意見を聞きた

い。 

 

（５）その他 

・各主管課には、これまでの検討状況をどの

ように伝えているのか。 

 

 

 

たわれているので、総合評価においては、労務

単価の加点項目を除外して入札を実施する方

向で検討しています。 

 根拠については、整理する必要があると考えま

す。 

・確認します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・正式な情報共有の場を設けていないので、近々

に実施したいと考えています。 

 

 

 


